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産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について（依頼）

廃棄物行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げま
す。
さて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定により産業

廃棄物管理票（マニフェスト）の交付者は、毎年6月30日までに、前年度の交付
等の状況に関して、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書（様式第3号）」を作成
し、千葉県知事へ提出することが義務づけられているところです。
ついては、今年度のリーフレット（別添）を作成しましたので、貴会員（組合員）

への周知をお願いします。
なお、今年度は6月30日が休日に当たるため、その翌日をもって期限とします。
併せて、情報及び様式ダウンロードファイルを掲載したウェブページのアドレス

を下記に記載しましたので、周知をお願いします。
また、電子マニフェストを利用している事業者にあっては、情報処理センターが

集計して都道府県知事に報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提
出する必要がなくなります。電子マニフェストを未導入の事業者においては、電子
マニフェスト制度の積極的な活用を御検討ください。

記
1ウェブページのページタイトル及びアドレス

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）】産業廃棄物管理票の交
付等の状況の報告（マニフェスト報告）

https://www.pref.chiba.19.1p/haishi/tetsuzuki/haisouhou/man ifestlO1.html
2 そ の 他

リーフレットは下記アドレスのページから P D F 形式でダウンロードできます。

https://www.pref.chiba.19.jp/haish i/haishutsu/man ifest-houkoku.html

問い合わせ先

廃棄物指導課指導企画班

電話：043-223-2757 ファクス: 043-221-5789
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千葉県琿境生活部廃棄物指導課からのお知らせ

毎弄4月1巳一6月30日に
提出することとなっています

｢廃棄物の処理及び渭掃に関する法律｣により、
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の
状況を都道府県知事等へ報告することが
義務付けられています。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等
状況報告書の提出はされましたか？

＜対象者＞
千葉県内に事業場が所在する産業廃棄物を排出する事業者
（建設現場及び中間処理業者を含む｡）
※電子マニフェストを利用する事業者にあっては、この報告を行う必要はありません。
※千葉市､船橋市､柏市の区域に事業場がある場合は､それぞれの市長に提出します。

＜報告対象＞
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに交付したマニフエストの交付等の状況
く報告期限＞
令和6年7月1日（月）
（今年度は6月30日が休日に当たるため、その翌日をもって期限とします｡）

＜提出方法＞

○ちぱ電子申請サービス｣による提出
千葉県ホームページ(トップページ)の｢ちば電子申請サービス｣から入力手続きを行って
ください。

○紙様式による提出
様式第三号(法定様式)により正本1部を郵送又は持参により提出してください。
提出先：
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県環境生活部 廃棄物指導課 指導企画班

お手数ですが､封筒に｢マニフェスト報告書在中｣とご記入ください。

様式は下記ホームページからダウンロードできます。
http://www.pref.chibalg.j p/haishi/tetsuzu ki/haisou h ou /manifeStlO1.htmI

千葉県琿境生活部廃棄物指導課指導作画頚
〒 2 6 0 - 8 6 6 7

干葉市中央区市場町1番1号(千葉県庁本庁舎4階）
電 話 0 4 3 - 2 2 3 - 2 7 5 7
http://www.pref.chlbalg.jp/haish i/index.html


